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 香川県会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年10月17日 

                                                   香川県知事  池  田  豊  人   

香川県規則第41号 

   香川県会計規則の一部を改正する規則 

 香川県会計規則（昭和39年香川県規則第19号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

目次 目次 

第１章～第３章 略 第１章～第３章 略 

第４章 契約（第1 4 2条～第1 8 7条） 第４章 契約（第1 4 2条～第1 8 7条） 

第１節 通則（第1 4 2条～第1 6 3条） 第１節 通則（第1 4 2条～第1 6 3条） 

第1 4 2条～第1 4 4条 略 第1 4 2条～第1 4 4条 略 

第1 4 4条の２（電子契約サービスによる事務処理）  

第1 4 5条～第1 6 3条 略 第1 4 5条～第1 6 3条 略 

第２節 一般競争入札（第1 6 4条～第1 7 8条） 第２節 一般競争入札（第1 6 4条～第1 7 8条） 

第1 6 4条～第1 7 6条の２ 略 第1 6 4条～第1 7 6条の２ 略 

第1 7 7条（契約締結の期限） 第1 7 7条（契約書の交換等） 

第1 7 8条 略 第1 7 8条 略 

第３節・第４節 略 第３節・第４節 略 

第５章～第11章 略 第５章～第11章 略 

附則 附則 

  

（現金による収納） （現金による収納） 

第33条 会計管理者、出納員又は収入取扱員は、第29条の規定による納入の

通知をした収入（同条第３号に掲げるものを除く。）について、納入者か

ら現金の納付を受けるものとする。この場合においては、現金領収書（第

９号様式）を納入者に交付し、現金受払簿に登記の上、納付書により当日

又は翌日（翌日が休日（香川県の休日を定める条例（平成元年香川県条例

第１号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。以下この項、第1 7 7条第２

項及び第2 6 6条において同じ。）その他指定金融機関等に払い込むことが

困難であると認められる日に当たるときは、その日後においてその日に最

も近い休日でない日）に指定金融機関等に払い込まなければならない。 

第33条 会計管理者、出納員又は収入取扱員は、第29条の規定による納入の

通知をした収入（同条第３号に掲げるものを除く。）について、納入者か

ら現金の納付を受けるものとする。この場合においては、現金領収書（第

９号様式）を納入者に交付し、現金受払簿に登記の上、納付書により当日

又は翌日（翌日が休日（香川県の休日を定める条例（平成元年香川県条例

第１号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。以下この条及び第2 6 6条に

おいて同じ。）その他指定金融機関等に払い込むことが困難であると認め

られる日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない

日）に指定金融機関等に払い込まなければならない。 

２ 略 ２ 略 
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（繰替払のできる範囲） （繰替払のできる範囲） 

第79条 略 第79条 次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者、所の出納員

又は指定金融機関等をして、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り

替えて使用させることができる。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

(７) 指定納付受託者が行う納付事務の手数料 当該指定納付受託者が納

付する収入金 

 

  

（契約書の作成） （契約書の作成） 

第1 4 4条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に定める事項

を記載した契約書（香川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例（平成16年香川県条例第１号）第６条第１項の規定によりその作

成に代えて契約内容を記録した電磁的記録の作成を行う場合における当該 

電磁的記録を含む。次項を除き、以下同じ。）を作成しなければならない。

ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限り

でない。 

第1 4 4条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に定める事項

を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目

的により該当のない事項については、この限りでない。 

 (１)～(５) 略  (１)～(５) 略 

２ 略 ２ 略 

  

（電子契約サービスによる事務処理）  

第1 4 4条の２ 前条第１項に規定する電磁的記録には、電子契約サービス（

当該電磁的記録に電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成12

年法律第1 0 2号）第２条第１項に規定する電子署名をいう。以下同じ。）

を行うことにより契約を締結するためのサービスをいう。以下同じ。）に

より電子署名を行わなければならない。 

２ この規則に定めるもののほか、契約の締結に関する事務を電子契約サー 

ビスにより処理する場合の事務の取扱いその他必要な事項は、別に定める。 

 

  

（契約書作成の省略） （契約書作成の省略） 

第1 4 5条 略 第1 4 5条 略 

  

（入札） （入札） 

第1 6 8条 略 第1 6 8条 略 

２ 契約担当者は、香川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関す ２ 契約担当者は、香川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関す
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る条例第３条第１項に規定する電子情報処理組織を使用する方法（以下「

電子入札システム」という。）により入札をさせる場合は、前項の規定に

かかわらず、指定日時までに、入札書に記載すべき事項を当該契約担当者

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させるものとする。 

る条例（平成16年香川県条例第１号）第３条第１項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法（以下「電子入札システム」という。）により入札

をさせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定日時までに、入札書に記

載すべき事項を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録させるものとする。 

３ 略 ３ 略 

  

（契約締結の期限） （契約書の交換等） 

第1 7 7条 契約担当者は、第1 4 5条の規定により契約書の作成を省略するこ

とができる場合を除き、第1 7 6条の規定により通知をした後速やかに、落

札者に対し、第1 4 4条第１項に規定する契約書の案を送付しなければなら

ない。 

第1 7 7条 契約担当者及び落札者は、第1 4 5条の規定により契約書の作成を

省略することができる場合を除き、第1 4 4条に規定する契約書を第1 7 6条

の規定により通知をした日から５日以内に作成しなければならない。ただ

し、契約書を郵便又は信書便により送付する場合その他やむを得ない理由

がある場合は、この期間を延長することができる。 

２ 落札者が前項の送付を受けた日から５日（休日の日数は、算入しない。） 

以内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。ただし、天

災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができ

る。 

２ 前項に規定する期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作

成しないときは、その落札は無効とする。 

  

   附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 


